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山形大学地域医療医師適正配置委員会規程   

く趣旨）  

第1条 山形大学医学部（以下「本学部j という。）に，本学部が地域と連携し  

て 地域における医療への医師の適正な配置を図り．もって医療の質の向上等地  

域医 療に資するため．山形大学地域医療医師適正配置委員会  
（以下「委員会」とい う。）を置く。  

（組織）  

第2条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。  

（1）医学部長  

（2）医学部附属病院長  

（3）山形県健康福祉部の代表1人  

（4）山形大学関連痛院会の代表1人  

（5）山形大学医学部教室員会の代表1人  

（6）山形県民の代表 2人  

（7）基礎医学系の教授1人  

（8）臨床医学系の教授 4人  

（9）医学系研究科生命環境医科学専攻の教授1人  

（10）医学部長が指名する者 若干人  

2 前項第6号の委員は．医学部長及び山形県健康福祉部の代表がそれぞれ1人  

を 指名する。  

3 第1項第7早から第9号までの委員は．医学部長が指名する。  

（任期）  

第3条 前条第1項第6号から第9号までの委員の任期は2年とし．再任を妨げ  

な い。ただし，補欠の委員の任期は．前任者の残任期間とする。  

（審箆事項）  

第4条 委員会は．次に掲げる事項を審議する。  

（1）地域医療機関（大学を除く。 

こ  とっ  

（2）地域医療機関からの医師の人事についての要望への対応に関すること。  

（3）医師の地域医療機関への転出入に係る審査に関すること。  

（4）地域医療における医師の適正配置に関すること。  

（5）その他地域医療の質の向上に係る方策に関すること。  

2 前項第3号の審査は，転出入に係るすべての医師を対象とし．診療科からの  

転 出入医師異動理由書（別紙様式）について，医師の異動に係る審査基準（別  

紙） に基づき行う。  

3 委員会の審議事項は，教授会に報告するものとする。  

（委員長）  

第5条 委員会に委員長を置き′ 医学部長をもって充てる。   



2 委員長は－ 委員会を招集し，その亘義長となる。  

3 委員長に事故があるときは．委員長があらかじめ指名する暑が．その職務を  

代 行する。  

（金言義）  

第6条 委員会の会議は，委員の2分の1以上の出席をもって成立する。  

2 委員会の醸事は．出席した委員の過半数をもって決し．可否同数のときは，  

議 長の決するところによる。  

（委員以外の出席）  

第7条 委員会が必要と認めるときは．委員以外の者の出席を得て，意見を求め  

る ことができる。  

（事務）  

第8条 委員会の事務は．総務課において処理する。  

（その他）  

第9条 この規程に定めるもののほか．委員会の運営について必要な事項は－ 委  

員 会において別に定めることができる。  

附 則  

1 この規程は，平成17年7月20日から施行する。  

2 この規程の施行の日以後最初に第2条第1項常6早から第9早までに掲げる  

委 員となる者の任期は，第3条本文の規定にかかわらず，平成19年3月31  

日ま でとする。  

ユ   



別紙様式   

転出入医師異動理由書  

年  月  日  

医 学 部 長  殿  

今回  病院で勤務している  氏を  

病院での勤務に異動させたいので．下記の理由で  

申請いたします。  

記  

理由（＊該当する理由に0印を付けること。）   

1 教育能力に著しく優れ．学生や研修医の教育に多大な貢献をすると考えら  

れ  る。   

2 研究をより容易に行うことができると考えられる。   

3 より高度な先進的集学的医療を学ぶことができ．又はそれを必要としてい  

る  と考えられる。   

4   1か ら 3 ま で の 理 由 で 現 在 勤 務 し て い る 病 院  

において減員となった場合で  も，その後の病院での臨床・教育■研究が  

長期的視点から山形県内の医療に大  きく貢献すると考えられる。   

5 医師本人が身体的精神的理由のため．勤務継続が困難である。   

6 その他やむを得ない理由がある。  

〔理由：  

注：医師の異動に際しては，次に掲げる条件を満たしていること。  

1 医師本人が希望又は了承していること。  

2 医局全体の賛同が得られていること。  

3 診療科長が了承していること。  

診療科名  

医師（本人）  

医局長  

診療科長  

科
印
印
印
 
 

フ
J
 
 
 



別紙  

医師の異動に係る審査基準  

Ⅰ 審査基準   

1教育能力に著しく優れ，学生や研修医の教育に多大な貢献をすると考えら  

れ  るとき。  

2 研究をより容易に行うこと1ができると考えられるとき。  

3 より高度な先進的集学的医療を学ぶことができ．又はそれを必要としてい  

る  と考えられるとき。  

4   1か ら 3 ま で の 理 由 で 現 在 勤 務 し て い る 病 院  

において減員となった場合で  も．その後の病院での臨床・教育・研究が  

長期的視点から山形県内の医療に大  きく貢献すると考えられるとき。  

5 医師本人が身体的精神的理由のため．勤務継続が困難であるとき。  

6 その他やむを得ない理由があるとき。  

Ⅱ 異動に関する条件  

医師の異動に際しては，次に掲げる条件を満たさなければならない。   

1 医師本人が希望又は了承していること。  

2 医局全体の賛同が得られていること。  

3 診療科長が了承していること。  

下 い縄‾てj   r  



山形大学地域医療医師適正配置委員会委員  

嘉 山 孝 正（第1号委員）  委  員   長  

委 員（病院長）  山 下 英 俊（第2号委員）  

垂 員（健康福祉部）  高 橋  節（第3号委員）  

新 澤 陽 英（第4号委員）  委 員（関連病院会）  

木 村 青 史（第5号委員）  委 員（教室貞会）  

委 員（県民代表）  相 馬 健 一（第6号委員）  

倉 田 鋭一郎（第6号委員）  

田 中 一幸 子（第7号委員）  委 員（看護学系）  

委 員（臨床医学系）  久保田  功（第8号委員）  

早 坂  清（第8号委員）  

貞 弘 光 章（第8号委員）  

倉 智 博 久（第8号委員）  

委 員（医学系研究科）  深 尾  彰（第9号委員）  

鈴 木 匡 子（第iO号委員）   委 員（医学部長指名）  

；  
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